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＜近江八幡市にぎわい・交流拠点地区 地区計画 ＞  （ 近江 八 幡市役 所 ＨＰより）  
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4)  近江⼋幡市開発事業における⼿続及び基準等に関する条例 

開発事業区域の面積が 1,000 ㎡以上の開発事業については、近江八幡市開発

事業における条例が適用される。公共施設等の整備の基準の適用や事業区域内

に必要な駐車場.駐輪場および植栽地の整備、消防活動に必要な空地の確保な

どが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 近 江 八 幡 市 開 発 事 業 に お け る 手 続 及 び 基 準 等 に 関 す る 条 例 ＞  ( 近 江 八 幡 市 役 所  Ｈ Ｐ よ り )  
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5)  近江⼋幡市開発事業における⼿続及び基準等に関する条例施⾏規則 

前項の条例を受けた条例の施行規則を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 近 江 八 幡 市 開 発 事 業 に お け る 手 続 及 び 基 準 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 ＞  ( 近 江 八 幡 市 役 Ｈ Ｐ よ り )  
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6)  消防活動スペース等に関する指導指針 

前項の条例施行規則の消防活動空地等の指導指針を以下に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜消防活動スペース等に関する指導指針＞ ( 近江八 幡市役 所 ＨＰより )  
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